
３ 長期失業者等の再就職支援

① 長期失業者に対する再就職支援（３万人）
・ 長期失業者について、民間職業紹介事業者に委託して、再就職支援（カウンセリング・
再就職先の開拓・セミナーの実施等）や就職後の定着支援を実施

② 就職活動困難者に対する再就職及び住居・生活支援（１万人）
・ 住居を喪失し就職活動が困難となっている者について、民間職業紹介事業者に委託して、
再就職支援（カウンセリング・セミナーの実施等）と住居・生活支援（住居の提供、生活・就職活動費
の支給）を併せて実施

２ 中小企業等における雇用創出

① 実習型雇用・雇入れの助成（７万人）
・ 新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用
により受け入れる中小企業等に対し助成
（実習型雇用：１人月10万円、雇入れ：１人100万円）

② 職場体験等を通じた雇入れの助成（２万人）
・ 介護・ものづくり分野等において、職場体験、職場見学を通じて求職者を雇い入れる中小
企業等に対し助成 （職場体験の受入：１人10万円、雇入れ：１人100万円）

１ 職業訓練、訓練期間中の生活保障

① 職業訓練の拡充（３５万人）
・ 新規成長や雇用吸収の見込める分野（医療、介護・福祉等）における基本能力習得
のための長期訓練

・ 再就職に必須のITスキル習得のための訓練

② 訓練期間中の生活保障（３０万人）
・ 訓練を受講する主たる生計者に対して、訓練期間中の生活費を給付
（単身者：月10万円、扶養家族を有する者：月12万円）

・ 希望者には貸付を上乗せ
（単身者：月５万円まで、扶養家族を有する者：月８万円まで）
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緊急人材育成・就職支援基金の概要
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○ 雇用保険を受給できない者（非正規離職者、長期失業者など）等に対する新たなセーフティネットとして、
今後３年間、基金を造成し、ハローワークが中心となって、職業訓練、再就職、生活への支援を総合的に実施。
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７，０００億円

※ １～３のほか、帰国を希望する日系人、研修・技能実習生への帰国支援を実施

約４，８２０億円

約１，６２０億円

約３８０億円
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＜緊急人材育成支援事業＞ 非受給者３５万人（２，４０９億円）

①再就職に必須のITスキル習得のための訓練（３ヶ月）： 約17．5万人

②新規成長・雇用吸収分野（医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産等）
に係る基本能力習得のための長期訓練（６か月～１年）： 約17．5万人

③上記訓練の受入れ枠確保のため、コース設定、講師育成など、人材育成
機関を支援

○基金（緊急人材育成支援事業）及び雇用保険二事業により、３年間で１００万人を対象に職業訓練を実施
○基金では、雇用保険を受給していない者（非受給者）に対する訓練機会を３５万人規模で確保
○非受給者（35万人＋15万人）のうち、主たる生計者（30万人）には、基金から訓練中の生活費を給付

緊急人材育成支援事業について
（当面３年間における基金事業を含む職業訓練の全体像）

３年間で１００万人分の訓練機会を確保

＜雇用保険二事業＞ ６５万人 （うち、非受給者１５万人）

上記①②の分野も含め、営業・販売、技術、経理等、様々な職種・分野にお
ける訓練：
約６５万人（２１年度予算ベースによる約２２万人を３年間継続実施）

＋

非受
給者
合計

50万
人

訓練中の生活費を保障

月額１０万円
月額１２万円

月額５万円ま
で

月額８万円ま
で

○非受給者のうち主たる生計者（３０万人）
に対し、生活費を保障（２，１６９億円）

・生活費給付

・希望者への上乗せ貸付（就職した場合、５割返還
免除）

貸付

給付

単身者 扶養家族を有す
る者



・計画認定申請書等の提出

・訓練認定基準の作成、事業運営に係る調整
・訓練実施計画の認定
・訓練・生活支援給付及び各種奨励金の支給決定

等

・事業の制度設計
・事業運営の監督・指導
・業界団体等を通じた人材ニーズの
把握 等

＜訓練コース＞
①再就職に必須のＩＴスキル習得のための訓練（３か月程度）
②新規成長・雇用吸収分野における基礎的能力習得のための訓練（６～12か月程度）

緊急人材育成支援事業の概要

＜訓練実施機関への奨励金＞
○訓練コース新設に係る初期費用の助成（100～300万円）
○訓練実施に係る助成（受講生１人当たり月額６～10万円）

社会福祉法人教育訓練企業専修各種学校 職業訓練法人
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＜ 訓練実施機関 ＞

中央職業能力開発協会 厚生労働省

基金造成

・訓練実施計画の認定通知
・各種奨励金の支給

※ 雇用保険を受給できない求職者
（非正規離職者、長期失業者など）

訓練・生活支援給付の審査・支給
【要件】主たる生計者であること等
【支給額】単身者：月１０万円

世帯者：月１２万円

・各種申請書の取次及び
そのチェック結果の報告

一
部
委
託

・訓練実施機関の開拓
・訓練実施計画の作成支援

委
託
内
容

＜委託先団体＞
訓練コーディネート等のノウハウを有する団体
・訓練実施機関の開拓
・訓練実施計画の作成支援、申請書等のチェック

・キャリア・コンサルティング



趣旨

雇用保険を受給できなくても安心して職業訓練を受けられるように、主たる生計者等一定の要件を満たす受講者に
は、訓練期間中の生活費を給付（希望者には貸付を上乗せ）する。

（ｉｉ）

【月額】

（１） 主な要件

以下のいずれにも該当する者
① 公共職業安定所長のあっ旋により、基金訓練または公共職業訓練を受講している者
② 雇用保険や職業転換給付金を受給できない者
③ 原則として申請時点の前年の状況で世帯の主たる生計者であること
④ 年収が200万円以下であり、かつ、世帯全体の年収が300万円以下であること。
⑤ 世代全員で保有する金融資産が800万円以下であること。
⑥ 現在住んでいる土地・建物以外に、土地・建物を所有していない者

概要

訓練・生活支援給付のあらまし

（２） 受講者に対する給付金・貸付

給付 貸付

（１）単身者 １０万円 上限５万円

（２）被扶養者を有する者 １２万円 上限８万円

※ 給付・貸付を受けるには訓練の出席日数が８割以上必要
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